
※五霞町は茨城県市町村総合事務組合に加入し、
退職手当の支給率は同組合の条例に基づくも
のです。

町の人事行政の運営の公平性及び透明性を確保するため、町職員の給与、勤務条件などの状況を公表します。

◆職員給与などの状況
１ 人件費（平成 29 年度普通会計決算）

住民基本台帳人口(29 年度末) 歳出総額(A) 人件費(B) 人件費率(B/A) (参考)28 年度人件費率

8,699 人 4,424,572 千円 836,063 千円 18.9% 18.5%
※人件費には、特別職に支給される給与、報酬などを含みます。

２ 職員の初任給、平均給料月額（平成 30 年 4 月 1 日現在 一般行政職） ３ 期末・勤勉手当（平成 30 年 4 月 1 日現在）

区分
初任給 平均給料

月 額

平均給与

月 額

平均

年齢

区分 期末手当 勤勉手当

大学卒 高校卒 6 月期 1.225 月 0.90 月

町 180,700 円 148,600 円 312,713 円 343,074 円 41.4 歳 12 月期 1.375 月 0.90 月

国 180,700 円 148,600 円 329,845 円 410,940 円 43.5 歳 計 2.60 月 1.80 月
※平均給与月額は、給料のほか、毎月支給される手当（扶養、住居、通勤
及び管理職手当）が含まれます。

※再任用職員は、含みません。
※平均給料及び平均給与月額は、人事院勧告後のものです。

４ 退職手当 （平成 30 年 4 月 1 日現在） ５ 特別職の給料など （平成 30 年 4 月 1 日現在）

区分 自己都合 定年・勧奨 区分 給料月額等 期末手当支給割合 給料・報酬減額

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 町長 798,000 円 6 月期

1.575 月

12 月期

1.725 月

計

3.3 月

町長は 10%、教育長
は 5%給料減額して
います。

(減額後給料月額) 
町 長 718,000円
教育長 541,000円

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 副町長 622,000 円

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 教育長 570,000 円

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 議長 355,000 円

副議長 316,000 円

議員 301,000 円

◆職員数に関する状況
１ 級別職員数の状況（一般行政職）（平成 30 年 4 月 1 日現在） ２ 部門別職員数 （各年 4 月 1 日現在）

区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 計 区 分 職員数 対前年

標準的な

職務内容

主事
主任

副主幹
主幹

主席主幹 課長
課長

部 門 29 年 30 年 増減数

主事補 主査 主幹 参事 一般行政部門 75 人 77 人 2 人増

職員数 19 人 11 人 29 人 16 人 5 人 9 人 3 人 92 人 特別行政部門 10 人 10 人 －

構成比 20.7％ 12.0％ 31.5％ 17.4％ 5.4％ 9.8％ 3.2％ 100.0% 公営企業等会計部門 18 人 17 人 1 人減

※税務職及び企業職を除いた人数です。 合 計 103 人 104 人 1 人増

◆職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
１ 勤務時間の概要 ２ 育児休業などの取得状況
職員の勤務時間は、1 週間当たり 38 時間 45 分と定められており、 育児休業とは、3 歳に満たない子を養育するため

原則、毎週月曜日～金曜日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分の勤務 1 職務に従事しないことを可能とする制度で、育児休
となります。なお、正午～午後 1 時の間は、休憩時間となります。 1 業期間は、無給となります。平成 29 年度に育児休業

を取得した職員は、1 人です。

３ 年次有給休暇の取得状況 ◆職員の研修の状況
（各年平均） （平成 29 年度実績）

平成 29 年 平成 30 年 研修区分 コース数 参加人数

9.3 日 市町村アカデミー 2 8
自治研修 24 45

一般研修 22 38
○お問い合わせ 階層別研修 2 7

総務課 総務Ｇ ☎(84)1111（内線213） メンタルヘルス研修 1 82
人事評価者研修 1 29
その他研修 4 103
※参加人数は、延べ人数です。

町職員の給与・職員数等の状況をお知らせします

9.3 日

※条例定数は、125人です。
※障害者への法定雇用率は達成しています。
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